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一日本公認会計士協会の『実務指針』を中心として一

西　澤　　　脩

はじめに

　ソフトウエアの会計処理については，第ユ表に示したように企業財務懇談会

の『研究開発費に係る会計処理基準の検討にあたっての論点整理』（1997年6

月6日）に基づいて，大蔵省企業会計審議会から『研究開発費に係る会計基準

の設定に関する意見書』（以下，r研究開発費基準』と晴称）のr公開草案』が

1997隼12月22日に，また正式報告書がユ998年3月13日にそれぞれ公表された。

ζの『研究開発費基準』の取扱いに関、し，’ユ999年3月31日に日本公認会計士協

会（以下，CPA協と略称）から，『研究關発費及びソフトウ耳アの会計処理に

関する実務指針』（以下，、『実務指針』一と略称）が発表されろに至ったポ本稿で

は，この『実務指針』を中心に，Lソフトウェアの会計処理基準を論述する。

1　ソフトウェア及びコンテンッの意義と会計処理

（ユ）、ソアトウェアとコ・ンテンツ、の区分経理

　そもそもソフ、トウェアとは；，コシピ．ユータ・ツ7トウェァ＾（co卿putersoft－

Ware）．のことで，「ユンピューダを機能させるように指令を組み合わせて表現

したプログラム等」．上をいう。［大蔵省，1998、基準r2］蔓このソフトウェ・ア
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第1表 ソフトウェアの会計処理に関する報告書

1997隼

12月22日

1998年

3月ユ3日

1999隼

3月31日

『研究開発費に係る会計処理墓準の検討にあたっての諭貞整理」

　本文

付表

『研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書（公

　閑箪案）」

研究開発費に係る会計墓準の設定について（案）

研究開発費に係る会計基準（案）

研究開発費に係る会計基準注解（案）

参考資料

『研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書』

　研究開発費に係る会計基準の設定について

研究開発費に係る会言干基準

　研究開発費に係る会計基準注解

r研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」

　本文

　結論と背景

　設例による解説

研基
究準
開』
発
費

実
務
指
針

には，次の2つのものが含まれ，以下の特質を有している［CPA協，1999，

6－7及び29－30］。

　①　コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム

　②　システム仕様書，フローチャート等の関連文書‘

　このようなソフトウェアと密接不可分のものとしてコンテンツ（C㎝t㎝tS）

が存する。このようなコンテンツとソフトウェアーはいかなる点が相違するで

あろうか。『実務指針』によれば，ソプトウェアがコンピュータに一定の仕事

を行わせるプログラム等であるのに対し，コンテンッはその処理対象となる情

報の内容である。コンテンツの例としては，データベースソフトウェアが処理

対象とするデータや，映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽
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　　ソフトウェアの会計処理に関する実務指針

第2表　ソユトウェアとコンテンツの会計処理法

3

董

研究開発富的のも
コンビュータ プログラムー の

を機能させる 及び 原則として 特例として
一プログラム等 関連文書⊥ 非研究開発目的の コンテンツと コンテソツと

もの ソフトウェァ ソフトウェァ

は別個に原 を区分して

コンピュニタ 処理対象のデータ 価計算上区 処理するこ

処理対象の情 分 とも可

報内寄 画像・音楽データ

等

経済的・機能 ソフトウェァ 特例として 原則として

的に一俸不可 及び ゲ㌧ムソフト 何れかにみ 何れかにみ

鐙
分のもの コンテンツ な一して処壇 なしそ処理■

（注工日本公認会計士協会のr実務指針』て1999年）を要約、奏示’、

デrタ等を掲げることができるρソブトウェァとコンテンッとは別個の経済価

値を持つものである。一またゲームソフトは，」一般にソフトウェアとコ！テンッ

が高度に組み合わされて制作されるという特徴を有している［CPA協，ユ999，

29］。」

　このようなコンテンツとソフトウェアの会計処理は，制作者と購入者によっ

て相違する・こめ点について正実務指針』は，上基本的には，、rコンテ、ンツは、

ソフトウェアとは別個のものとして取り扱い，ソフトウユアにば含めない。」

とした上で，次の会計処理を定めた［CPA協，ユ99g，7，30及び31］。これを

≒表に要約してみると，、策2表のとおりである¢

　①、制作者φ会討処理

　　　「制作者においては，コンテンツとソフトウェアは別個の経済価値として把握可

　　能であ・り，1可者は測個の毛のと1して原価計算上竜区分するζとになる、しかし，両

　　者がづ体不可分なも1のと↓て明確に区分できない場含」一（例えば，デ方の価値の消滅

　　が，他方の価値の消滅に直接緒ぴ付一く場合）一。Lには，その主要な笹椿がソフトウェア
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　かコンテンッかを判断してどちらかにみなして会計処理する。」

②購入者の会計処理

　　「購入者においては，ソフトウェアとコンテンッを明確に線引きをすることは概

　念的には可能であっても，実際の適用においては混乱を招くことが予想されるため，

　実務上は一体処理を認め，その主要な性格に応じてソフトウェアかコンテンツとし

　て処理するごとが考えられる。しかし，ソフトゥェァとコンテンクの経済価値を明

　鷹に区分できる場合には両者を区分して会計処理することを妨げるものではない。」

　（2）ソフトウェアの会計処理法の総括

　コンテンツと区分されるソフトウェアの会計処理法について，『研究關発費

基準』は，「ソフトウェア制作費のうち，研究開発に該当する部分も研究開発

費として費用処理する」とともに，研究關発費に該当しない部分の会計処理に

ついても，次の基準を設定した［大蔵省，1999，基準四，1－3］。

　①受注制作のソフトウェアに係る会計処理

　　　受注制作のソフトウェアの制作費は，請負工事の会計処理に準じて処理する。

　②市場販売目的のソフトウェアに係る会計処理

　　　市場販売目的のソフトウェアである製晶マスターの制作費は，研究開発費に該当

　　する部分を除き，資産として計上しなければならない。ただし，製品マスターの機

　　能維持に要した費用は，資産として計上してはならない。

　③白社利用のソフトウェアに係る会計処理

　　　ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサービスを提供する契約等が締緒され

　　ている場合のように，その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場

　　合にはう適正な原価を集計した上，当該ソフトウェアの制作費を資産として計上L

　　なければならないo

　　　社内利用のソフトウェアについては，完成品を購入した場合のように，その利用

　　により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には，当該ソフ

　　トウェアの取得に要した費用を資産として計上しなけれぱならない。
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第1図

　ソフトウユァの会計処劉≡寧する実務指針　　　　　　　　　　5

ソフトゥェアの制作目的別・取得形態別の会計処理法

研究開発費として会計

処理する（一般管理費

又は当期製造費用に計
上する）

その他の

費用とし
て処理す
る。

無形固定資産に

計上し償却する

請負工事に準じて会計処理する
（工事進行又は工事完成基準に準じて処理）

霧1こ
械計
及上
びし
装減
置価
、L償
の却
取す
得る
原
価、

（注）日本公認会計士協会の丁実務指針」（ユ999隼）を要約・図示．

　その具体的内香及び取扱いを規定したのだがr実務指針』で，いまその大要

を筆者の理解によりゴ要約・図示してみふと，第ユ図のとおりと盾る。

　つまり，ソフトウェアの会計処理は，ソフートウェアの取得形態ではなくソフ

トウェアの制作目的により相違するという基本見解をとり，・制作目的別にソフ

十ウ土アを次のように分類した邑

①研究開発目的のソフトウェア

②研究開発目的以外のソフトウェァ

　　a　自社利用

　　　（ア）・サHビス提供目的　てイ）　社内利用

　　b販売目輿

　　　（ア）市場販売目的　（イ）　受注制作

　しかし，同じ制作目的でも取得形態Kよ1り会討処理法が祖違するので，取得

形態別にソフトウユアを次のように分類し一制作目的別分類とマートーリッグス表

示す1ることとした；
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①　自社制作

　　a　製品マスターの完成まで

　　b　製晶マスターの完成以降又は外部購入・委託制作以降

　　　（ア）著しい改良，（イ）　穣能艦持　（ウ）　その他

②外部購入及び委託制作

③機器組込みソフトウェアの購入

　これらの分類に該当する会計処理法は，およそ次の5つに大別することがで

き，これらが同図に表示してある。

　A　研究開発費として会計処理する（一般管理費又は当期製造費用に計上する）。

　B　無形固定資産に計上し償却する。

　C　その他の費用として処理する。

　D　請負工事に準じて会計処理する（工事進行又は工事完成基準に準じて処

　　理する）。

　E　「機械及び装置」の取得原価に計上し減価償却する。

　以上の会計処理のうち，研究開発目的のソフトウェアの制作費は，製晶マス

タ」の完成までと完成後のすべての費用が研究開発費とされるので，特に問題

となるのは，研究開発目的以外のソフトウェアの場合である。以下これらにつ

いて詳述しよう。

2　販売目的のソフトウェアの会計処理指針

販売目的のソフトウェアも，受注制作のソフトウェアと市場販売目的のソフ

トウェアとでは，会計処理ほ、以下のように相違する。

（1）受注制作のソフトウェアの会計処理法

　『研究開発費基準』は，「受注制作のソフトウェアの制作費は，請負工事の

会計処理基準に準じて処理する。」と規定するだけで［大蔵省，1998，基準四，
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1］；同『墓準』もまた、r実務指針』も具体的な会計処理方法を示していない。

　ζのためr企業会討原則注解↓に準拠し，一工事進行基準又1‡工事完成基準の

いずれかを鐸択適用して行う工大蔵省，一1982，注7コより仕方がない。

　（2）市場販売目的のソフトウェアの会討処畢法

　『研究開発費基準』によれば，市場販売目的の．ソフトウェアは．「最初に製

品化された製晶マスターの完成までの費用及び製品マスター又は購入したソフ

トウェアに対する著しい改良に要した費用」が研究開発費とされるので「大蔵

省，1998，注3］，以下の諸点が主な問題となる。

　①製品マスターの完成までの費用

　　　複写可能な完成品である製晶マスターの製作過程のうち，「最郵に製品

　　化された製品マスター」の完成時点までの費用が研究開発費とされ争。こ

　　の点について『実務指針』は次のように規定した∫CPA揮ジ1999，8］

　　　市場販売冒的のソフトウェアの制作に係る研究開発の終了時点は，、製晶番号を．

　　　付すこと筆により販売の意思が明ら弁にされた製品マスタr、すなわち「最初に

　　　製品化された製昂マスター」の完成時点である。この時点までの制作活動は研究

　　　関発と考えられるため，’ここまでに発生した費用は研究開発費として処理する。

　　　「最初に製品化された製品マスター」の完成時点は，具体的には次の2点によっ

　　　て判断するも

　　・製品性を判断できる程皮のプロトタイプが完成しているごど。1

　　’プロトタイプを制作しない場合は，製品としで販売するための重要な機能が完成

　　　しでおり，かつ重要な不具合を解消していること。

　上記のうち主要な文言は，次のように解される［CPA協，、1999，32］一

　a　r販売の意思が明らかにさ牝る時点」…～製品マスターの完成の前後に

　　かかわちず；’当該製品を市場で販売するこ亡を意思決定した時点のこと。

　　例えば，製品番号を付す；あるいはカタログに載せる等の方法で市場で販

　　売する意志が明確に確認できるようになった時点導が典型的な例である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　339
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　b　「最初に製晶化された製晶マスター」……機能評価版についてバグ取り

　　や一部機能変更が終了した段階の製品マスターのこと。これは製品として

　　の完成版ではないが，当該ソフトウェアが特徴としている重要な機能が盛

　　り込まれていることが必要である。

　　　具体的には，製品過程においてプロトタイプを制作するような方式を採

　　用している場合には；当該製晶の製品性（すなわち。製品が市場で受け入

　　れられるかどうか。u他社製品との競争カを有しそいるかどうか等）の検討

　　を行うこと赤できる程度のプ1ゴトタイプが莞成していることが求あられる。

　C　「プロトタイプが完成していること」……プロトタイプとぽ，機能評価

　　版のソフトウェアで重要なバグ取りを終えている状態のもあをいい，との

　　プロトタイプを評価することによって，最終的な市場販売の時期・価格等

　　に関寺る意思決定が行われる。また，新しい技術が利用される場合には，

　　その技術が製品において利用可能であることがプロトタイプによって確認

　　されていることが求められる。

　d　「プロトタイプを制作しない場合」……少なくとも製晶として販売する

　　ための重要な機能が完成しており，かつ重要な不具合を解消していること

　　が必要になる。

　例えば，（ア）入カ画面や出力帳票等が完全なものではない。（イ）操作性に

関してはまだ改良の余地がある，あるいは（ウ）処理遠度の面で改善の余地が

残されている，といった状態でも。問題を解消するための方法が明確になって

おりゴそれが製品の完成に当たって重要なものではないことが確認されていれ

ばゴ資産計上の要件を満たしているものと考えられる。

　e　「海外の製品を日本語版に加工して販売する場合」……日本語版に加工

　　するに当たって重要な技術上の問題点がないことが確認されていれば，既

　　に研究開発の段階は終了していると判断して差し支えない。

　②製晶マスター完成以降又は外部購入・委託制作以降の費用

　340



　　　　　　　　　　ソフトウェァの会討処理に関する実務指針　　　　　　　　　　9

　　　製晶マスターの制作費のうち，研究及び開発のために費消した原価は研

　　究開発費として，」、また製品マスターの機能維持に要した費用は発生時の費

　　用として処理することとし，これら以外の原価は製品マスターの取得原価

　　として計上さ牝る。このため『実務指針』によれば，1以下の、よう’に取り扱

　　われる一［CPA協，1999，33－34］。、

　a．「著しい改良」、の費用＝・・二∵製品マスターの完成以降又は購入した・ソフト

　　ウェアの機能強化を行う制作活動の費用のうち，「著しい改良」と認めら

　　れるものは，研究關発費とさ机る。

　ここでいう「著しい改良」とは，、研究及び開発の要素を含む大幅な改良を指

しており，完成に向けて相当程度以上の技術的な困難が伴うものである。具体

的な例と一して，機能の改良工・強化を行うため、に主要なプログラムの過半部分を

再制作する場合！ソフトウェア1が動作する環境二（オペレ∵ションシステム，言

語，プラットフォーム等）の変更，追加するため■に大幅な修正が必要になる場

合等が挙げられる。

　b　、「機能維持の費用」三。一バグ取り，、ウイルス防止等の修繕・維持・保全

　　のための費用は，発生時の費用として処理する。

　C　「その他の費用」■……製品マスターの機能の改良」一（著しいものを除く）

　　及び強化に要した費用で。ソフートウェアの操作性の向上等のための費用は，

　　製品マスタ」の取得原伍とLて処理する。

　d　「ソフトウ主アの制作費」……以下のよう．な制作費は，ソフ・トウェアの

　　製造原価として処」理する。

‘ソフトウェテの保存媒体め：］タト

・製品マスターの複写に必要なコンピュータ利用等り経費

・利用マニュアル又は使用説明書一等の制作のための外注賢

ぺ販売用とするための製晶表示や包菱に係るコ又ト

早製作に携」わった従業員の人件費等

34ユ
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　これらの原価は，最終的には資産として計上する。資産としては無形固定資

産とされ，具体的には「ソフトウェア」の科目で計上されることになる。

　③製晶マスターの制作原価

　　　　『研究開発費基準』は，市場販売目的のソフトウェァである製晶マス

　　タ」の制作費のうち，研究開発費に該当しない部分を無形固定資産とした

　　が，その理由は，次のとおりである［大蔵省，1999，前文三，3（3刀。

　・　製晶マスタF自体が販売の対象物ではないごと。

　・　機械装置等と同様にこれを利用（複写）して製晶を作成すること。

　・　法的権利（著作権）を有していること。

　・　適正な原価計算により取得原価を明確化できること。

　この場合，製晶マスターの完成晶を無形固定資産として計上する（仕掛品に

ついても同様）ことが問題となる。この点について，『実務基準』は，次の方

」式を提示した。

　a　ソフトウェアの制作原価の会計処理法

　　　製品マスターについては，適正な原価計算によってその取得原価を算定

　　する。かくして算定した製晶マスターの制作原価は，無形固定資産として

　　計上するが，その際の制作仕掛晶についてはソフトウェア仮勘定等の勘定

　　科目により，また，完成晶についてはソフトウェア等の勘定科目より計上

　　する。いずれも苧無形固定資産として表示するに当たっては製晶マスター

　　の制作仕掛品と完成晶を区分することなく一括してソフトウェアその他当

　　該資産を示す名称を付した科百で掲げることを原則とする。しかし，制作

　　仕掛品に重要性がある場合にはこれを区分して表示することもできる

　　　［CPA協，1999，1O］。

　b　ソフトウェアの無形固定資産の計上法

　　　製品マスタ」の制作原価を無形固定資産に計上する方法としては，次の

　　3方法がある［CPA協，1999，35］。
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第1法．．，無形資産への直接計上法

　　製品マスタニの制作原価を製造原価に含めずに，’直接的に無形圃定資産と

　して計上する。なお製品マスターの償却費は製造原価の経費として討上する。

第2法　製造原価からの振替法（償却費を経費処理）

　　製品マスターの制作原価を製造原価に含め，製品マスターの制作仕掛品及

　び完成品を無形固定資産へ振り替えることにより製造原価から控除する。な

　お，製品マスターの償却費は製造原価の経費として計上する。

第3法　製造原価からの振替法（償却費を売上原価処理）

　　製品マスターの制作原価に含め，製晶マスターの制作仕掛品及び完成品を

　無形固定資産へ振り替えることにより，製造原価から控除することとする。

　なお製品マスタニの償却費は充上原価に直接算入する。

　これらのうち第3法を推奨した理由は∴次のとおりである。

　第1法は製品マス汐一め制作その毛のに係るコストが当期製造費用一に含まれ

ないため，当期のソフトウェア制作活動（研究開発活動を除く）が製造原価の

計算に反映されない。

　第2法は，製晶マスタニの制作原価と完球品としての襲晶マスタ．一の償却費

がともに製造原価の当期製造費用に含まれるので，同二の製品マスターに係る

制作原価が二重に計上され，不遺切である。

　第3法は，ソプトウェアの制作活動が製造原価の計算に適切に反映されるた

め，この方法によることが望ましい。この場合の具体的な処理は｝、■次のとおり

となる。

　a　製品マスターの制作原価は製造原価とレて計上二し，止当期製造費用かち制

　　作仕掛品1と完成品を無形固定資産に振■り替える。

　b　製品マスターの償却は販売したソフトウェアに対応する償却額とし，ソ

　　フ・トウユアの売上原極に計上す石。

　ρ　製品と、してのソフ・トウェアで販売さ狙なかろた竜の及び複写等繍作途上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3壬3
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　のものについては，棚卸資産の仕掛品として計上する。なお，製品マス

　ターの償却費は配分されるべき原価が確定しないため当該仕掛晶の原価に

　は含めない。

3　白社利用ソフトウェアの会計処理指針

　（1〕販売目的のソフトウェアとの会計処理の異同点

　自社利用ソフトウェアは，サービス提供目的のものも社内利用のものも，会

計処理指針は原則として，前述した販売目的のソフトウェアの場合と同一であ

る。すなわち，製晶マスターの完成までと「著しい改良」の費用は研究開発費

とされ，製晶マスターの制作及びそれ以降の費用は無形固定資産に計上される。

ただし，「機能艦持」費はその他の費用として処理される。

　販売昌的のソプトウェアの場合と特に異なるのは，資産計上指針が厳格に遭

用されることである。『研究開発費基準』によれば，「将来の収益獲得又は費用

削減が確実である自社利用のソフトウェアについては，将来の収益との対応等

の観点から，その取得に要した費用を資産として計上し，その利用期閲にわ

たって償却する。しかし，確実と認められない場合又は確実かどうか不明の場

合には費用として処理する必要がある［大蔵省，1998．1998，前文，三，3，

（3〕，③］。それ故，無形固定資産に計上するための要件が特に問題となる。

（2）無形資産計上の要件と始点及び終点

この点に関しては，以下のように取扱われる。

①無形園定資産計上の具体例

　『実務指針』は，ソフトウェアが資産計上される場合の一般酌な例を次の

　ように示している［CPA協，1998，ユ1］。

a　通信ソフトウェア又は第三者への業務処理サービスの提供に用いるソフ

　トウェア等を利用することにより，会社（ソフトウェアを利用した情報処
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理サービスの提供者）が，契約に基づいて憤報等の提供を行い，受益者か

　らその対価を得ることとなる場合一

b　自社で利用するためにソフトウェアを制作し艮’当初意図」した使途に艦続

　して利用することにより，当該ソフトウェァを利用する．前と比較して会社

　（ソフトウェアの利用者）の業務を効率的又は効果的に遂行することがで

　きると明確に認められる場合

　例えば，L当該ソフトウェアを利用することにより，利用する前に比し商接人員の

　削減による人件費の削減効果が確実に見込まれる場合，複数業務を統合するシステ

　ムを採用することにより入力業務等の効率化が図れる場合，従来なかったデータ

　ベース・ネットワーク、を模索することにより今後の業務を効率的又は効果的に行え

　る場合等が考えられ，ソフトウェア制作の意思決定の段階から制作の意図・劾果が

　明確にな2ている場合である。

C　市場で販売しているソフトウェアを購入し，かつ，予定した使途に継続

　して利用することによって，会社（ソフトウェアの利用者）の業務を効率

　的又は効果的に遂行することができると認められる場合

②、無形固定資産計上の開始時点

　　白杜利用のソフトウェアに係る資産計上の開始時点は，将来の収益獲得

　又は費用削減が確実であると認められる状況になった時点であり，そのこ

　一とを立証できる証糧に基づいて決定する。そのような証糧とLては，例え

　ば，ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書又はソフ。トウェアの

　制作原価を集計するための制作番号を記入した管理台帳等が考えられる。

③無形固定賀産討上の終丁時点

　　自社利用のソフトウェアに係。る資産計上の終了時点は，実質的にソフト

　ウ呉アの制作作業が完了したと認められる状況になっ．た時点であ、り，その

　ことを立証できる証劇こ基づいて決定するδそのような証」懸と、しては，例

　えば，ソフ．トウェア作業完了報告書，、最終テスト載告書等が考えられる。、
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　／3〕その他の制作費用の取扱い

　無形固定資産とされるソフトウェアの制作費用以外で会計処理が問題となる

のは，次の2点である。これに対する『実務指針』の取扱いは以下のとおりで

ある［CPA協，1999，15及び16］。

①ソフトウェアを大幅に変更して自社仕様にするための費用

　　　白社で過去に制作したソフトウェァ又は市場で販売されているパッケー

　　ジソフトウェアの仕様を大幅に変更して，自社の二一ズに合わせた新しい

　　ソフトウェアを制作するための費用は，それによる将来の収益獲得又は費

　　用削減が確実であると認められる場合を除き，研究開発目的のための費用

　　と考えられるため，購入ソフトウ！アの価額も含めて費用処理する。将来

　　の収益獲得又は費用削減が確実であると諒められる場合には，購入ソフト

　　ウェアの価額を含めて当該費用を無形固定資産として計上する。

②その他の導入費用

　　　ソフトウェアを利用するために必要なその他の導入費用についてはチ次

　　のとおり処理する。

　a　データをコンバートするための費用一・・新しいシステムでデータを利用

　　するために旧システムのデータをコンバートするための費用については，

　　発生した事業年度の費用とする。

　b　トレ』ニングのための費用・…・・ソフトウェアの操作をトレーニングする

　　ための費用は，発生した事業年度の費用とする。

4　購入・委託又は組込みソフトウェアの会計処理指針

（1〕外部購入ソフトウェアの会計処理法

　『研究開発費基準』によれば，「完成品を購入した場合のように，その利用

により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には，当該

ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない」［大
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蔵省，1998，基準四；山3］。つまり外部購入の代金は，原則として無形固定資

産に計上する。このソフトウェアを企業に導入する費用は，いかに処理すべき

であろうか。このようなコンピュ∵タの導入費用の取扱いを次のように定めた

［CPA協・，1999，14及び38－40］。

　　　外部から購入したツフトウ江アについて，一そのソラトウェアの導入に当たって必

　　要とされ争設定作業及び自杜め仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費

　　用は，購入ソフトウェァを取得するための費用として当該ソ7トゥ、エアの取得価額

　　に含める。・ただし、これらの費用1こついて重要性ガ乏レい場合に舛，費用処理する

　　ことができる。

　もう少し詳述すると，完成品のソフトウェアを購又し社内で利用する場合の

会計処理は，次のいずれかの場合によって相違する。

　a一完成したパッケージソフトウ立ア」をそのまま導入する揚合（追加の作業

　　ほ簡単存導入作秦程度の場合）へ…傭入したソフトウェァをそのまま導入

　　する場合■（例えば，ワープロソフトのようなビジネスソフ、ト等を購入する

　　ような場合）には，導入費用は一般的にはほとんど発生しない。

　b　完成したソフトウェァを購入する場合でも，廿例えば，財務会計ソフトの

　　科目マスターの設定のように設定作業が必要となる場合，あるいは自社の

　　仕様に合わせて画面や帳票等を修正する場合等にれらの作業は，自社で

　　行う場合と外部委託する場合があ則……外部から購入したパッケージソ

　　フトウェアに対して設定作業又は自社の仕様に合わせるため一の付随的な修

　　正作業等の菅用は．騰入、したソフトウェアを使用するために不可欠な費用

　　であり．，一有形固形資産の取得に要する付睡貿用と同様にパソワトウェアの

　　取得価額に含める邊

　C．既存のパッーケrジソフトウェァの仕様を変更して迫社の要望に合わせた

　　新しいソフトウ江アを制作する場合1ヅ・完成晶のソフ・トウェアを購入した

　　とは考えられず，、むしろパッケージソフトウェア」を部品と」して利用してレ）
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　ると考える方が適切である。したがって，パッケージソフトウェアの取得

　に要した費用は，仕様を変更した新しいソフトウェァの利用により将来の

　収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合を除き，費用処理す

　る。

d　ソフトウェアを利用するための環境を整備し有効利用を図る場合…・・原

　則としてソプトウヱアそのものの価値を高める性格の費用ではないので，

　その費用は原則として発生時の費用として処理する。なお，ソフトウェア

　を購入する際に，このような費用も含めた価額で契約等が締結されている

場合には，導入費用は合理的な見積りによって購入の対価とそれ以外の費

　用とに区分して会計処理を行う。

（2〕　委託制作ソフトウェアの会計処理法

外部に委託して制作したソフトウェアの代金は，上記の外部購入ソフトウェ

アの場合に準じて，会計処理する。

　（3）機器組込みソフトウェアの会計処理法

　　『研究開発費基準』は，「機械装置等に組込まれているソフトウェアについ

ては，当該機械装置等に含めて処理する」ことを規定している［大蔵省，1998，

基準四，3］。この後を受けて，『実務指針』は，次のように取扱いを定めた

［CPA協，1999，17］。

　　有機的一体として機能する機器組込みソフトウェア（機械又は器具備品等に組込ま

　れているソフトウェアは独立した科目として区分するのではなく，当該機械等の取得

　原価に算入し，『機械及び装置』等の科目を用いて処理する。

　これは，機器組込みソフトウェアの購入者が自社利用する場合の会計処理を

指示したもので，当該ソフトウ土アの取得原価を無形固定資産として独立せず，

原則として当該機械及び装置勘定に計上することとした。しかし，同じ機器組
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第3表…ソフトウェァの減価償却の実務揖針

①見込販売数量による

　償却

②（『公開草案』1生産
　高比例法）

②その他含理的方法に

　よる償却

残存宥効期閏による均

等配分額以上

（特に明示なし）

毎瑚見直ナ

減少が見込まれる取得
原価部分は、」費用又は

規失と二して処理

①見込販売数量による
　償却

②見込販売収益による
　償却

③同左

次のいずれか大きい額

①見込販売数量（同収
　益）による償却額
②残存有効期間による

　均等配分額

販売可能有効期間は原則

として3年以内の年数

①販売開始時の総見込
　販売数量（同収益）

　が滅少する場合

②当初予見することが

　できなかった場合

③未償却残高が見込販
　売収益を超える降

①の時は次式で償却額
　を補正
償却額＝未償却残高X

　　当年度の実績

当年度末　見直し後
　　　　十・
の実績　　の見込み

②の時は、販売開始時ど

　見直し時の差異に対応

　する原価を一時の賓用

　又は損失として処理

次の項目を開示
①滅個償却方法

一②見込有効期聞（年
　数）

③同左

次式で計算する

未償却残高×

　当事業年度の期間

　残存利用可能期間

利用可能期は原則とし
て5年以内の年数

　　　　同左

①利用可能期闇が短縮
　する場合

②一時償却が遺切とさ

　れる場含

①の時は次式による

　償却額を補正
・償却額；未償却残高×

　　当隼度の期閏
見直し後の残存期間

②の時は二期首の未償

　却残高の要修正差額
　を一時の費用又は損

　失として処理

次の項目を開示’

①滅価償却方法

②見込利用可能期間
　（年数）

（薩）日本公認会討士協会の践務指針」（ユ99牌）を要絢・表記
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込みソフトウェアでも，その内容により会計処理の方法は，若干相違する。同

『実務指針』は，これらの特例を次のように定めた［CPA協，！999，41］。

　①パソコンのように，ソフトウェア対応に互換性がある場合……ソフト

　　ゥェァと機器は区分する。

　②ファームウェアのように機器組込みとしてセットで購入しているもの

　　・・…ソプトウェアを区分することなく処理するので，擦器組込みソフト

　　ウェアは機械及び装置等の有形固定資産の減価償却を通じて費用化する。

　　その理由は，次のとおりである。

　a　機器とソフトウェアは相互に有機的一体として機能すること。両者は別

　　個では何ら機能せず，両者は一体としてはじめて機能する。

　　・機能一体であることから，機器とソフトウェァの対価は区分されていないのが通例で

　　　ある。

　　・機器とソフトウェアの技術箪新を考えると、一方だけが長く機能するとは考えに

　　　くい。

　b　経済的耐‘用年数も，両者に相互関連性が高い。

　③ソフトウェアの交換（バージョンアップ）が予定されている場合……

　　バージョンアップによる機能向上が革新的であるようなときは，機器とは

　　別個にソフトウェアとして処理する。

　④機械等の購入時にソフトウェア交換が，契約により予定され，新旧ソフ

　　トウェアの購入価格が明確な場合……ソフトウェア部分を区分して処理す

　　る。

5　無形固定資産としてのソフトウェアの減価償却指針

　1ないし4の会計指針により無形固定資産として計上されるソフトウェアに

ついては，以下の方法によって減価償却が実施される。これらを要約・表記す

ればラ第3表のとおりである。
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　（ヱ）　全ソフトウユアに対する減価償却指針の通則

　附究開発費基準』によれば，「無形固定資産として計上したソフトウェァ

の取得原価は，当該ソフトウェアの性格に応じて，見込販売数量に基づく償却

方法その他合理的な方法により償却」されるがr毎期の償却額は，残存有効期

問に基づく均等配分額を下回ってはならない」。また「いずれの減価償却方法

による場合にも毎期見込販売数量等の見直レを行い，減少が見込まれる販売数

量等に相当する取得原価は。費用又は損失として処理しなければならない」

［大蔵省，199δ，基準四，5及び同注4］。

　『公開草案』は，「無形固定資産の耐用期問にわたり，生産高比例法その他

合理的な方法」一としていたが，「見込販売数量に基づく償却方法そρ他合理的

な方法によ」り償却する」と改められた㊥

　なお当該減価償却費のうち研究開発費とざれる部分はえ伸の研究關発費と合

計し，その総額牽財務諸表に注言己する［木蔵省，1998，基準三及び五］。それ

とともに，ソフトゥェアの減価償却方法の変更は，会計方針g変更に該当する。

見込有効期聞及び見込利用可熊期間の変更による影響が重要である場合には，

変更が行われた旨，その内容及び当該変更が財務諾表に及ぼす影響を注記する

こξが要請さ本る［CPA協，1g珊，22，側。

　（2）市場販売目的のソフトウェアの滅価償却法

　ソフトウェアに関する上記のr研究開発費墓準』の通財に準拠し，一市場販売

一目的のソ7トウ耳アρ減価償却をいかに実施すべきか。‘の点に関し，『実務

指針』一は，以下の指針を定めた。

　①滅価償却の方法及び毎期の減価償却額

　　　合理的な償却方法として、次の3法を例示した［CPA協，ユ999，ユ8及

　　び姻．。

　　第1法　見込販売数量に基づく力法
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　　第2法　見込販売収益に基づく方法

　　第3法　その他合理的な方法

　販売期間の経過に伴い著しく販売価格が下落する性格を有するソフトウェア

は第2法が合理的であるが，その他のソフトウェアには通例通り，第ユ法を採

用することが望まれる。

　その償却方法によって算出された毎期の減価償却は，通則により「残存有効

期問に墓づく均等配分額」を下回ってはならないので，具体的には，次のいず

れか大きい金額が，毎期の滅価償却額とされる。

　　a　見込販売数量，又は見込販売収益似下，見込販売数量（収益）と略称〉に基

　　　づく償却額

　　b　毎期の見直しとその籍果の修正

　耐用年数に相当する「販売可能な有効期聞」は，『研究關発費基準』の本文

には明示されていないが『実務指針』は，「原則として3年以内の年」とし，

3年を超える年数とするときは合理的な根拠に基づくことを条件とした。

　この販売可能な有効期間における見込販売数量（収益）の見積りは，様々な

要因により影響を受ける。また見積り時点では最適な見積りであっても，時の

経過に伴い新たな要因が発生することにより変動するので，毎期見直すことが

義務づけられた。見直し結果，当初の見込みが変動する場合には，『実務指

針』によれば，次の措置がとられる［CPA協，1999，19，43及び44］。

　a　販売開始時の総見込販売数量（収益）が変動する場合

　　　販売開始後の各年度において，見直しの結果，見込販売数量に変動が生

　　じたとしても，その変動が毎期経常的に起こり得る変動幅の範囲内であれ

　　ば，見直しを行った年度以降の償却計算を補正することでその変動による

　　影響を吸収する。

　　　このため当事業年度末における見直し後の見込販売数量（収益）に基づ

　　き，以下の計算式により，償却費の額を補正する。
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鞠鱗麟〕・〔欝擦議籔蟻驚幹111〕

　b　当初予見することのできなかった原因により，見込販売数量（収益）の

　　著しい減少が見込まれる場合

　　　見直しの縞果，当初予見すること．のできなった原因により，見込販売数

　　量’・（収益）一の著Lい滅少が見込まれる場合には．当該ソフトウェアの経済

　　価値が著しく陳腐化したものと考えられるため，．経済価値の滅少部分につ

　　いて一時の費用又は損失として処理する。この場合，販売開始時の総見込

　　数量（収益）一と見直し後の総見込販売数量（収益）との差異に対応するソ

　　フートウーユーアの取得原価をで時の費用又は損失どして処理する。

　C　未償却残高が見込販売収益を超える場合

　　　市場販売目的のソフトウェアの経済価値は，将来の収益獲得に基づくも

　　のと考えられるが，■販売期間の経過に伴い。著しく販売価格が下落する性

　　格を有するソフト・ウェアの場合には，各年度末の未償却残高が翌期以降の

　　見込販売収益の額を上回るこ一とが予想される℃この場合，市場販売目的の

　　ソフトウェアの経済価値は，将来の収益獲得に基づくものと考えられるた

　　め，各隼度の未償却残高が，翌期以降の見込販売収益の額を超過している

　　場合には，当該超過額について，一時の費用又は損失どして処理する。

　なお，市場販売目的のソフトウェアの減価償却の方法に関し，重要な会計方

針として開示すべき項目は，、次のとおりで李る。

　　a　市場販売且的の，ソフト、ウ．エアに随して採用した減価償却の方法

　　b　見込有効期閏…L（集数）

②　減価償却の実施手続きと仮説例

　　　上述Lた市場販売目的のゾフトニウェアの減価償却について、『実務指針』

　　は・次の5つの1設例による解説」を示している、［CPA協，一1999，、皿］・
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第4表
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市場販売目的のソブトウェアの減価償却の方法

　販売開始時における見込みどおりに各年度の販売収益が計上された場合

各年度の減価償纐一嶋裏ニアの〕・各年度の実績販売数量、各轍の見込販売艦

見込販売数量に基づく減価償却の方法による場合の減価償却額の計算

各年度の滅価鱗一嶋墓鳥アの〕・各隼度の実績販売収益十各轍の見込販売収益

出典1日本公認会計士協会，1999，設例1を修正
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設例1　販売閲始時におげる見込みどおりに各年度の販売収益が計上された場合

設例2　残存有効期問一に墓づく均等配分額の制限を受ける場合

設例3　見込販売数量（収益）の変動による償却費の掩正計算を行う場合

設例4　見込販売数量（収益）が著しく減少した場合

設例5　各年度末の未償却残高が翌期以降の見込販売収益を上回ることとなった

　　　　場合

　以上のうち設例1だけを紹介してみれば，第4表のとおりである。なお，公

認会討士の佐々木貴司氏は，販売目的のソフトウェアの滅価償却のフロー

チャートを第2図のように図示している［佐々木，1999，p67］。

　（3）自社利用ソフトウユァの減価償却法

　市場販売目的のソフトウェアではなく，自社利用ソフトウェアの場合には，

いかに減価償却を実施すべきか。この点に関し早『実務指針』は，以下の指針

を定めた。

　①滅価償却の方法及び当期の滅価償却額

　　　自社利用ソフトウェアの減価償却方法については，「定額法による償却

　　が合理的である一としたが、その理由は，次のとおりである［CPA協，！999，

　　21及び45］。

　a　市場販売目的のソフトウェアに比し収益との直接的な対応関係が希薄な

　　場合が多い。

　b　物理的な劣化を伴わ在い無形固定資産の償却である。

　②毎期の見直しとその結果の修正

　　　減価償却の基礎となる耐用隼数仁しては，「原則として5年以内の年

　　数」とし，5年を超えるときは，合理的な根拠に基づくことを条件とした

　　　［CPA協，ユ999，2ユ及び瑚、

　なお，．盲社利用のソフ上ウェアの利用可能期聞の見積り拡，様々な要因によ

り影響を受けるものであり，皇それぞれの見穫り時点では適切な見積り’であって
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第2図 市場販売目的のソフトウェアの減価償却フローチャート

事彙年度刻二おける販売

数量｛収益）を見積る

出典：佐々。未，1999，p－67．より
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第5表、自社利用のツフトウユァの滅価償却の方法

　自杜利用のソ・フトウユアの取得価額・15b；OOO予円

将来の収益獲得又は費用削滅が確実であるため，その取得に要した費用を無形固定資産と

して計上する。

　取得時における当該ソフトウェアの見込利用可能期閻5年

　償却方法については，定額法を採用する。

　2年度末において利用可能期間の見直しを行ったところ，2隼度を含めた残存利用可能

期間が3年であることが明らかとなった（結果として当初からの利用可能期聞は4年）。

イ、利用可能翰聞の見直しを行った期以降の衰価償却額の計算に当たり，以下の討算式に基

づき償却費の額を補正すろ方法。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当隼度の期問
洛年度の滅価償却額＝葡年度末の未償却残高×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当年度を含む見直し後の残存利用可能期閲

（2年皮の減価償却頚の計算）

　＊煎年度末未償却残時×当年度の期間／見直し後の利吊可能期間言120，00⑪×ユィ3亭40，000

口．見直し後の利用可能期聞に基づき期首時点での未償却残高の再計算を行い，当譲期首時

点での未償却残高の要修正差額を経済価値の減少部分としてとらえ，㌍時の費用又は損失

　として処理する方法

（2隼度における通常の滅価償却額の計算及び経済価値の減少額の計算λ

　＊aソフトゥェアの取得価額x当年度の期圃／見直し後の利用可能期閏早150，000×！ノ4二37，500

　＊b期首未償却残高二見直し後の利周可能期聞に基づく期首時点での未償却残高

　＝120，000⇒150，000×3／4±7，500

出典；同本公認会計士協会，1999，設例6を修正
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も，時の経過に伴う新たな要因の発生等により変動することが予想される。こ

のため，毎期当該ソフトウェアの利用可能期間の見直しを行う必要がある。こ

の場合には『実務指針』によれば，次の措置がとられる「CPA協，1999，21及

び45」。

　a　利用可能期間が短縮する場合

　　　利用可能期間については，毎期見直しを行い，各事業隼度における減価

　　償却額の言十算に当たっては，以下の計算式に基づき償却費の額を補正する。

当辮度の滅価償却額一1驚潔こおける〕・辮度を篶鵠票存利用可能期間

　b　一時償却が適切とされる場合

　　　見直しを要することとなった要因等により，当該自社利用のソフトウェ

　　アの価値減少部分を一時の費用又は損失として処理することが遣切な場含

　　には，見直し後の利用可能期聞に基づき期首時点における未償却残高の再

　　計算を行う。ついで当該期首時点における未償却残高の要修正差額を経済

　　価値の滅少部分としてとらえ，一時の費用又は損失として処理する。

　なお，自社利用のソフトウェアの滅価債却方法に関し，重要な会計方針とし

て開示すべき項目は，次のとおりである。

　　a　自社利用のソフトウェアに関して採用した滅価償却の方法

　　b　見込利用可能期間（年数）

③減価償却の仮説例による解説

　　　上述した自社利用のソフトウェアの減価償却について『実務指針』は，

　　第5表の仮説例を示しているので，参考までに紹介しておこう。ここでは

　　次の2点が例示されている。

　　a　利用可能期間の見直しを行った期以降の減価償却費の計算法

　　b　見直し後の利用可能期間に基づく要修正差額の処理法
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